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訴訟の提起に関するお知らせ 

 

当社及び当社の子会社である株式会社ＧＲコンサルティングは、平成22年12月22日付けで大阪地方

裁判所において訴訟を提起されており、今般平成24年８月22日付けで請求の趣旨の拡張申立を受け、

重要性が高まったことから、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 
１．訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 

原告は、当社及び株式会社ＧＲコンサルティングが電子ブレーカーを販売する際に、顧客に

対して誤認させるような表示による不正競争行為で損害を被ったと主張し、平成 22 年 12 月 22

日付けで、損害賠償金１億円の支払いを求め、訴訟を提起いたしました。 

その後原告は、平成 24 年８月 22 日付けで損害賠償請求金額を３億円に拡張いたしました。 

         

２．訴訟を提起した者の概要 
(1) 名 称 株式会社ネオインターナショナル 
(2) 代 表 者 濱田 幸一 
(3) 所 在 地 大阪府大阪市淀川区西中島 5-9-5 

 
３．訴訟内容 

(1) 金３億円及びこれに対する本訴状が送達された日の翌日から支払済みまで年５分の割合に
よる金員を支払え。 

(2) 訴訟費用は被告らの負担とする。 
  

４．今後の見通し 
 当社及び株式会社ＧＲコンサルティングは、原告が主張している不正競争行為は存在しない

と主張し争っていく所存です。 
     なお、本件訴訟が当社の業績に与える影響は現時点では明らかではありませんが、今後、公 

表すべき事項が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。 
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